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健康管理視聴覚資料貸出し
　「組合員及びその家族の心とからだの健康づくり」や「職場でのメンタルヘルス研修」等に役立てていた
だくため，健康管理視聴覚資料の貸出しを行っています。是非，利用してください。

貸 出 対 象 組合員（被扶養者を含む。）　又は各所属所

貸 出 期 間 貸出日から10日以内。特別の事情により10日を超える場合は，事前にご連絡ください。

貸 出 本 数 1回の貸出しにつき 3本以内

貸 出 方 法

「健康管理視聴覚資料利用申込書」に必要事項を記入の上，公立学校共済組合広島支部

健康管理係へ提出してください。

※返却に要する費用は利用者が負担することとなります。

　貸出し資料一覧・詳しい内容及び利用申込書については，公立学校共済組合広島支部のホームページをご
覧ください。
　ホームページ　https://www.kouritu.or.jp/hiroshima/
　（広島支部トップページ＞厚生サービスを利用する＞健康管理を考えるとき＞健康管理視聴覚資料貸出サービス）

福祉保険制度福祉保険制度
「福祉保険制度」は，長期給付（公的年金）および短期給付（健康保険）を補完するための公立学校
共済組合独自の制度です。ご自身で必要と思われる保障を確保していただくことにより，皆さんの
生活に安心を提供します。

ファミリー年金以外にも，各種制度があります。
制度内容の詳細は，6月～7月頃に配付するパンフレットをご覧ください。
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在職中に死亡した場合，

老齢厚生年金の約３/４の水準の
遺族厚生年金が支給されますが，
差額の約１/４の不足が生じます。

あなたが万一死亡した場合 「ファミリー年金」に加入している場合

「ファミリー年金」に加入していない場合

差額の約１/４の不足分を補うことがで
き，死亡時にも老齢厚生年金と同水準の
給付を確保することができます。

差額の約１/４の不足分が残ることにな
ります。

健康管理係
（082）513-4956


